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文教委員会審査報告書（議案） 
 
  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議  
 規則第７７条の規定により報告します。 
 

記  

 

議案第１１号  川崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例の制定につ 

いて                    （原案可決） 

 

議案第１２号  川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の 

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について               

（原案可決） 

 

議案第１３号  川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について        （原案可決） 

 

議案第３１号  スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について         

（原案可決） 

 

議案第３２号  川崎市アートセンターの指定管理者の指定について     

（原案可決）             

 

議案第３８号  川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の変更について         

（原案可決） 

 

議案第３９号  （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更につい 

て                     （原案可決） 

 

議案第４０号  （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更につい 

て                     （原案可決） 



議案第４１号  （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更につい 

て                     （原案可決）  

   

議案第４３号  訴えの提起について              

（原案可決） 

 

議案第４４号  調停の申立てについて             

（原案可決） 


